参考様式
（クラブ名）会則（規約）
（名称）
第１条　本会は、◇◇◇と称し、事務局を◇◇◇におく。

（目的）
第２条　本会は、◇◇◇◇を目的とし、◇◇◇◇に努める。

（活動）
第３条　本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
　(1)　◇◇◇◇
　(2)　◇◇◇◇
　(3)　◇◇◇◇

（会員の資格）
第４条　本会の会員は、　　　　　　（入会の条件・会費の金額など）　　　　　　。

（会員の権利及び義務）
第５条　本会の会員は、目的の達成に必要な全ての活動に参加する権利を有するとともに会則に定められた事項を遵守する義務を負う。　　　　（会費の納入など）　　　。

（入会）
第６条　本会に入会を希望する者は、以下の手続きを行うものとする。
(1)　〇〇〇
(2)　〇〇〇

(退会)
第７条　本会の会員は、次の各号に該当するときは会員資格を喪失する。
(1)　〇〇〇
(2)　〇〇〇

（総会）
第８条　総会は会員全員の参加を原則とし、〇〇開催する。総会では、以下の事項について承認・決定する。
(1)　規約の決定及び改定
(2)　前年度の活動報告及び会計報告
(3)　当該年度の活動計画の承認
(4)　会費の決定
(5)　役員の選任及び承認
(6)　指導者の選任及び承認
(7)　指導方針の決定

（役員）
第９条　本会の役員は、次のとおりとする。
　(1)　会長（代表）１名
　(2)　副会長（副代表）〇名
　(3)　会計　〇名
　(4)　監事　〇名

（役員の任期）
第10条　役員の任期は□年とし、再任を妨げない。

（会計）
第11条　本会の事業及び会計の年度は毎年４月１日から翌年の３月31日までとする。

附　則　　この会則は、令和〇年〇月〇日より実施する。




※会員資格や目的に中学生で構成される団体である旨を明記すること。
例）本会の会員は、中学生とし、役員は保護者ならびに有志をもって構成する。
